
６．浦添市男女共同参画推進条例
平成19年12月25日

条例第38号
改正　平成30年３月29日条例第６号
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附　則
　「すべての市民が太陽のように光り輝く、世界に開かれた活力あふれる平和で豊かな住みよいまち」、こ
れが「てだこの都市（まち）・浦添」の目指す姿である。その姿を実現していくためには、すべての市民が
男女の性別にかかわらず個人として尊重され、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会
のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保されることが必要である。このため浦添市においては、男女共
同参画社会の実現を目指し、様々な取組を進めてきた。
　しかしながら、現状は、長い歴史の中で形成された性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく社会
通念、慣習、しきたり等が依然として根強く存在し、真の男女共同参画社会の実現には、なお多くの課題が
残されており、その克服に向けてなお一層の努力が求められている。
　ここに私たち浦添市民は、一人ひとりが輝き男女が共に責任を担いながら、多様な生き方を選択できる地
域社会の実現を目指して、浦添市の男女共同参画の推進に関する基本理念を明らかにし、市、市民及び事業
者が協働で男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

第１章　総則

（目的）
第１条　この条例は、男女共同参画の推進に関し、
基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明
らかにするとともに、市の施策について基本的な
事項を定めることにより、男女共同参画の総合的
かつ計画的な推進を図り、もって男女共同参画社
会を実現することを目的とする。
（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
（1）男女共同参画　男女が社会の対等な構成員と
して、自らの意思によって社会のあらゆる分野に
おける活動に参画する機会が確保され、もって男
女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利
益を享受することができ、かつ、共に責任を担う
ことをいう。
（2）積極的改善措置　社会のあらゆる分野におけ
る活動に参画する機会についての男女間の格差を
改善するため、必要な範囲において男女のいずれ

か一方に対し、当該機会を積極的に提供すること
をいう。
（3）事業者　営利又は非営利を問わず、市内にお
いて事業を行う個人及び法人その他の団体をい
う。
（4）セクシュアル・ハラスメント　性的な言動に
より相手方を不快にさせ、若しくは生活環境を害
し、又は性的な言動に対する相手方の対応によっ
て不利益を与えることをいう。
（5）ドメスティック・バイオレンス　配偶者間等
の男女の間における身体的又は精神的な苦痛を与
える暴力行為をいう。
（基本理念）
第３条　男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を
基本理念として行われなければならない。
（1）男女の個人としての尊厳が重んぜられるこ
と、男女が性別による差別的扱いを受けないこ
と、男女が個人として能力を発揮する機会が確保
されることその他の男女の人権が尊重されるこ
と。
（2）性別による固定的な役割分担等に基づく社会
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の制度又は慣行が、男女の社会における活動の自
由な選択に対して影響を及ぼすことのないように
配慮されること。
（3）男女が社会の対等な構成員として、市におけ
る政策又は事業者における方針の立案及び決定に
共同して参画する機会が確保されること。
（4）家族を構成する男女が、相互の協力及び社会
の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家
庭生活における活動について、家族の一員として
の役割を円滑に果たし、かつ、社会生活における
活動を行うことができること。
（5）男女共同参画の推進は、国際社会における取
組と協調の下に行われること。
（市の責務）
第４条市は、前条の基本理念（以下「基本理念」と
いう。）にのっとり、男女共同参画の推進に関す
る施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を
総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
２　市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施
するに当たっては、市民、事業者、国及び他の地
方公共団体と連携し、及び協力するよう努めるも
のとする。
（市民の責務）
第５条　市民は、基本理念にのっとり、男女共同参
画に関する理解を深め、その推進に努めるととも
に、市が実施する男女共同参画の推進に関する施
策に協力するよう努めなければならない。
（事業者の責務）
第６条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業
活動に関し、男女共同参画の推進に努めるととも
に、市が実施する男女共同参画の推進に関する施
策に協力するよう努めなければならない。
（性別による人権侵害の禁止）
第７条　何人も、社会のあらゆる分野において、性
別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメ
ント、ドメスティック・バイオレンスその他の行
為により男女の人権を侵害してはならない。
（公衆に表示する情報に関する配慮）
第８条　何人も、公衆に表示する情報において、性
別による固定的な役割分担、男女間における暴力
等を正当化する表現若しくは助長させる表現又は
過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければ
ならない。

第２章　基本的施策

（男女共同参画行動計画）
第９条　市長は、男女共同参画の推進に関する施策
を総合的かつ計画的に実施するための男女共同参
画行動計画を策定するものとする。
２　市長は、男女共同参画行動計画を策定するに当
たっては、第17条の浦添市男女共同参画審議会
（同条第１項及び次条第２項を除き、以下「審議
会」という。）の意見を聴かなければならない。
３　市長は、男女共同参画行動計画を策定したとき
は、これを公表するものとする。
４　前２項の規定は、男女共同参画行動計画の変更
について準用する。
（施策の策定等に当たっての配慮及び積極的改善措置）
第10条　市は、あらゆる施策を策定し、及び実施
するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮す
るものとする。
２　市は、附属機関として設置する審議会等の委員
を委嘱し、又は任命するときは、積極的改善措置
を講ずることにより、男女の均衡を図るよう努め
るものとする。
（調査研究）
第11条　市は、男女共同参画の推進に関する施策
に必要な調査研究を行うものとする。
（市民及び事業者の理解を深めるための措置）
第12条　市は、男女共同参画の推進に関して市民
及び事業者の理解を深めるため、広報活動その他
必要な措置を講ずるものとする。
（市民及び事業者の活動への支援）
第13条　市は、市民及び事業者が男女共同参画の
推進に関して行う活動を支援するため、情報の提
供その他必要な措置を講ずるものとする。
（拠点施設）
第14条　男女共同参画の推進に関する施策を実施
し、及び市民及び事業者による男女共同参画の推
進に関する取組を支援するため、浦添市市民協
働・男女共同参画ハーモニーセンター（浦添市市
民協働・男女共同参画ハーモニーセンターの設置
及び管理に関する条例（平成19年条例第39号）
に基づき設置された施設をいう。）を拠点施設と
する。
（平30条例６・一部改正）
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（苦情の申出）
第15条　市民及び事業者は、市が実施する男女共
同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推
進に影響を及ぼすと認められる施策について苦情
があるときは、書面により、市長に申し出ること
ができる。
２　市長は、前項の規定による申出があったとき
は、必要に応じて審議会の意見を聴き、適切な措
置を講じるものとする。
（実施状況の公表）
第16条　市長は、男女共同参画の推進に関する施
策の実施状況を公表するものとする。

第３章　男女共同参画審議会

（男女共同参画審議会）
第17条　市長は、男女共同参画行動計画その他男
女共同参画に関し必要な事項を調査審議させるた
め、浦添市男女共同参画審議会を置く。
２　この章に定めるもののほか、審議会の組織及び
運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第４章　雑則

（委任）
第18条　この条例に定めるもののほか、この条例
の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附　則
（施行期日）
１　この条例は、平成20年４月１日から施行す
る。
（浦添市附属機関設置に関する条例の一部改正）
２　浦添市附属機関設置に関する条例（昭和47年
条例第４号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附　則（平成30年３月29日条例第６号）
　この条例は、平成30年４月１日から施行する。

− 72−

参考資料



（趣旨）
第１条　この規則は、浦添市男女共同参画推進条
例（平成19年条例第38号。以下「条例」とい
う。）の施行並びに浦添市男女共同参画審議会
（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関
し必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この規則において使用する用語は、条例に
おいて使用する用語の例による。
（苦情の申出）
第３条　条例第15条第１項の規定による苦情の申
出は、浦添市男女共同参画推進の施策に係る苦情
申出書（様式第１号）による。
（苦情処理の通知）
第４条　市長は、前条の苦情の申出の処理につい
て、その結果を浦添市男女共同参画推進の施策に
係る苦情処理通知書（様式第２号）により当該申
出者に通知するものとする。
（任務）
第５条　審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げ
る事項について調査審議し、又は建議することが
できる。
（1）男女共同参画行動計画案の策定に関するこ
と。
（2）男女共同参画社会の形成のための諸施策に関
すること。
（3）その他男女共同参画に関すること。
（組織）
第６条　審議会は、委員15人以内で組織する。こ
の場合において、男女のいずれか一方の委員の数
は、委員総数の10分の４未満であってはならな
い。
２　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱
する。
（1）市民
（2）学識経験者
（3）各種団体に属する者
（任期）

第７条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
２　委員は、再任されることができる。
（会長及び副会長）
第８条　審議会に会長及び副会長を置き、委員の互
選により選任する。
２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき
又は欠けたときは、その職務を代理する。
（審議会）
第９条　審議会は、会長が招集し、会長が議長とな
る。
２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会
議を開き、議決することができない。
３　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、
可否同数のときは、会長の決するところによる。
４　会長は、会議における審議の参考にするため必
要があると認めるときは、委員でない者を会議に
出席させ、意見を求めることができる。
５　この規則に定めるもののほか、審議会の運営に
関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定め
る。
（委任）
第10条　この規則に定めるもののほか、この規則
の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この規則は、平成20年４月１日から施行す
る。
（浦添市男女共同参画審議会規則の廃止）
２　浦添市男女共同参画審議会規則（平成元年規則
第13号）は、廃止する。

７．浦添市男女共同参画推進条例施行等規則
平成19年12月28日

規則第36号
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（目的）
第１条　この条例は、性の多様性を尊重する社会を
実現するため、基本理念を定め、市の責務並びに
市民等、事業者及び教育の役割を明らかにすると
ともに、市の施策の基本的事項を定めることによ
り、その施策を総合的、かつ、計画的に推進し、
もって人が人として尊重され、性別等による偏見
及び差別的取扱いを受けることなく生きることが
できる社会の実現を図ることを目的とする。
（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
（1）性の多様性を尊重する社会　人には多様な性
の形があるということに対し理解があり、偏見及
び差別的取扱いを受けることなく生きることがで
きる社会をいう。
（2）性自認　自己の性別についての認識のことを
いう。
（3）性的指向　人の性的関心（恋愛又は性的欲
求）がどのような対象に向かうか（向かわない場
合を含む。）を表す概念をいう。
（4）性別等　生物学的な性、性自認、性的指向及
び性別表現（服装、仕草及び言葉遣い等で表現す
る性別）をいう。
（5）性的マイノリティ　性別等が多数者と異なる
者をいう。
（6）パートナーシップ　互いを人生のパートナー
として、日常の生活において相互に協力し合うこ
とを約束した二者間の関係であって、その一方又

は双方が性的マイノリティであるものをいう。
（7）ドメスティック・バイオレンス等　配偶者か
らの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
（平成13年法律第31号）第１条第１項に規定す
る配偶者からの暴力及び同居しているか否かを問
わず恋人など親密な関係の者からの暴力並びにス
トーカー行為等の規制等に関する法律（平成12
年法律第81号）第２条第４項に規定するストー
カー行為等をいう。
（8）ハラスメント　他者に対する発言や行動等
が、本人の意図に関係なく、相手や周囲の者を不
快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅
威を与えることをいう。
（9）市民等　市内に住所を有する者、市内の事業
所又は事務所に勤務する者及び市内の学校に在学
する者をいう。
（10）事業者　営利又は非営利を問わず、市内に
おいて事業活動を行う個人及び法人その他の団体
をいう。
（令３条例28・一部改正）
（基本理念）
第３条　性の多様性を尊重する社会を実現するた
め、次に掲げる事項を基本理念として推進するも
のとする。
（1）性別等による社会的な偏見及び差別的取扱い
をなくし、多様な性の形があることが理解され尊
重されること。
（2）誰もが性別等による社会的な偏見及び差別意
識にとらわれることなく、その個性と能力を十分

８．浦添市性の多様性を尊重する社会を実現するための条例
令和３年３月23日

条例第８号
改正　令和３年９月29日条例第28号

　本市は、まちづくりの基本理念に人間尊重・自立・平和を掲げ、すべての市民が太陽（ティーダ）のよう
にいきいきと輝くまちづくりを目指している。私たちは、輝かしい歴史を誇り、新しい希望に満ちた“てだこ
の都市（まち）・浦添”の市民として平和で豊かな社会を実現しなければならない。
　そのひとつとして本市では、性の多様性の尊重について理解の促進を図るため「レインボー都市うらそえ
宣言」を行った。人には多様な性の形があり、誰もが自分らしく生きていく権利がある。自分自身の性の形
とともに、自分とは違う多様な性の形があることを理解し、互いに尊重することで、偏見及び差別的取扱い
がなく、人権が守られた平和で豊かな社会へとつながっていく。
　よって、ここに、性の多様性を尊重する社会を実現するため、この条例を制定する。

− 74−

参考資料



に発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方
を選択できること。
（3）あらゆる教育の場において、性の多様性の尊
重について理解を深めるための取組が行われるこ
と。
（市の責務）
第４条　市は、前条に規定する基本理念にのっと
り、性の多様性を尊重する社会を実現するための
施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
２　市は、市民等、事業者、国及び他の地方公共団
体と協働し、前項の施策に取り組むものとする。
３　市は、性の多様性に配慮した職場環境の整備に
努めるものとする。
４　市は、国際社会及び国内における性の多様性の
尊重に関する取組について、情報収集を行い、地
域の実情に鑑み、本市の施策に取り入れるよう努
めるものとする。
５　市は、性別等による一切の差別を行ってはなら
ない。
（市民等の役割）
第５条　市民等は、社会のあらゆる分野の活動にお
いて、性の多様性の尊重について理解を深めこれ
を実現するよう努めるものとする。
２　市民等は、市が実施する施策に協力するよう努
めるものとする。
（事業者の役割）
第６条　事業者は、性の多様性の尊重について理解
を深めるとともに、市が実施する施策に協力する
よう努めるものとする。
２　事業者は、その事業活動を行うに当たって、性
の多様性に配慮した職場環境の整備に努めるもの
とする。
（教育の役割）
第７条　あらゆる教育に関わる者は、教育の場にお
いて、性の多様性を尊重する意識の形成に配慮し
た教育を行うよう努めるものとする。
（性別等による人権侵害の禁止）
第８条　何人も、社会のあらゆる分野において、次
の各号に掲げる行為を行ってはならない。
（1）性的マイノリティであることを理由とする差
別的取扱い又はハラスメントを行うこと。
（2）性的マイノリティであることを、本人の意に
反して公にすること。

（3）性的マイノリティであることの公表を強要
し、又は禁止すること。
（4）ドメスティック・バイオレンス等を行うこ
と。
（性の多様性を尊重する社会を実現する行動計画）
第９条　市は、性の多様性を尊重する社会を実現す
る施策を総合的かつ計画的に推進するために、
性の多様性を尊重する社会を実現する行動計画
（以下「行動計画」という。）を策定し、これを
公表するものとする。この場合において、行動
計画は、浦添市男女共同参画推進条例（平成19
年条例第38号。以下「男女共同参画条例」とい
う。）第９条第１項に規定する男女共同参画行動
計画と併せて策定することができる。
２　市は、行動計画の策定に当たって、あらかじめ
男女共同参画条例第17条第１項に規定する浦添
市男女共同参画審議会の意見を聴かなければなら
ない。
（パートナーシップ宣誓証明）
第10条　市長は、第３条に規定する基本理念に基
づき、公序良俗に反しない限りにおいて、パート
ナーシップ宣誓証明書を交付することができる。
２　パートナーシップ宣誓証明書の申請手続その他
必要な事項は、規則で定める。
３　市、市民等及び事業者は、その活動の中で、市
長が交付するパートナーシップ宣誓証明書を提示
されたときは、この条例の基本理念を尊重し、公
平に取り扱うよう努めなければならない。
（拠点施設）
第11条　性の多様性を尊重する社会を実現するた
め、浦添市市民協働・男女共同参画ハーモニーセ
ンターの設置及び管理に関する条例（平成19年
条例第39号）第１条に規定するハーモニーセン
ターをその拠点施設とする。
２　市は、前項に規定する施設において、次条に規
定する相談又は苦情への対応のほか、この条例の
目的を達成する事業を行うものとする。
（相談及び苦情の申出）
第12条　市民等及び事業者は、市が実施する性の
多様性の尊重の推進に関する施策又は性の多様性
の尊重の推進に影響を及ぼすと認められる施策に
ついて相談又は苦情があるときは、書面等によ
り、市長に申し出ることができる。
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２　市長は、前項の規定による申出があったとき
は、必要に応じて浦添市男女共同参画審議会の意
見を聴き、適切な措置を講ずる。
（委任）
第13条　この条例に定めるもののほか、この条例
の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附　則
　この条例は、令和３年10月１日から施行する。

附　則（令和３年９月29日条例第28号）
　この条例は、公布の日から施行する。
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（設置）
第１条　男女共同参画に関する施策を総合的に推進
するため、浦添市男女共同参画施策推進本部（以
下「推進本部」という。）を置く。
（平28訓令甲29・一部改正）
（所掌事務）
第２条　推進本部の所掌事務は、次に掲げる事項と
する。
（1）男女共同参画行政に関する施策の効果的な推
進に関すること。
（2）男女共同参画行政に関連する事業の総合調整
に関すること。
（3）その他男女共同参画行政に必要な事項に関す
ること。
（組織）
第３条　推進本部は、本部長、副本部長、本部委員
をもって組織する。
２　本部長は、副市長をもって充てる。
３　副本部長は、市民部長をもって充てる。
４　本部委員は、浦添市市政運営会議規程（平成
10年訓令甲第３号）第13条第１項に規定する部
長会議の構成員をもって充てる。ただし、副市長
及び市民部長は除くものとする。
５　本部長、副本部長及び本部委員の任命について
は、別に辞令を用いることなくそれぞれの職に命
ぜられたものとする。
（平28訓令甲29・平30訓令甲６・一部改正）
（本部長又は副本部長）
第４条　本部長は、推進本部を総理する。
２　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故が
あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務

を代理する。
（会議）
第５条　推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招
集し、本部長が議長となる。
２　推進本部の会議は、推進本部構成員の過半数の
出席がなければ開くことができない。
３　本部長は、必要があると認めるときは、推進本
部構成員以外の者を推進本部の会議に出席させ、
その説明又は意見を聴くことができる。
（平28訓令甲29・一部改正）
（庶務）
第６条　推進本部の庶務は、市民部市民協働・男女
共同参画課において処理する。
（平30訓令甲６・一部改正）
（雑則）
第７条　この訓令に定めるもののほか、推進本部の
運営に関し必要な事項は、本部長が推進本部の会
議に諮って定める。
（平28訓令甲29・一部改正）

附　則
１　この訓令は、公布の日から施行する。
２　浦添市女性施策推進本部設置要綱（平成４年訓
令甲第１号）は、廃止する。

附　則（平成17年６月27日訓令甲第17号）
　この訓令は、平成17年６月27日から施行する。

附　則（平成18年２月24日訓令甲第３号）
　この訓令は、平成18年３月１日から施行する。

９．浦添市男女共同参画施策推進本部設置規程
平成10年１月27日

訓令甲第１号
改正　平成17年６月27日訓令甲第17号

平成18年２月24日訓令甲第３号
平成18年12月22日訓令甲第25号
平成19年３月30日訓令甲第15号
平成22年３月26日訓令甲第８号

平成28年11月28日訓令甲第29号
平成30年３月14日訓令甲第６号

注　平成28年11月から改正経過を注記した。
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附　則（平成18年12月22日訓令甲第25号）
　この訓令は、平成19年４月１日から施行する。

附　則（平成19年３月30日訓令甲第15号）
　この訓令は、平成19年４月１日から施行する。

附　則（平成22年３月26日訓令甲第８号）
　この訓令は、平成22年４月１日から施行する。

附　則（平成28年11月28日訓令甲第29号）
　この訓令は、平成28年11月28日から施行す
る。

附　則（平成30年３月14日訓令甲第６号）
　この訓令は、平成30年４月１日から施行する。
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